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Ａ．目的と背景

１．目的

研究要旨

【目的】本研究では、障害者手帳所持者の外出の実態の派生として余暇・スポーツ活動の実態

を、「生活のしづらさなどに関する調査」のプレ調査の結果から明らかにすることを目的とする。

また、次期の「生活のしづらさなどに関する調査」（以下、次期調査）において、余暇・スポー

ツ活動に関する設問を採用するか否かを検討する。

【方法】令和 2 年に長野県飯山市で行ったプレ調査において、余暇・スポーツ活動に関する設

問を人口ベースの調査結果と比較した。余暇活動については、「余暇時間の活用と旅行に関する

世論調査（内閣府，1999）」と比較し、スポーツ活動については「スポーツの実施状況等に関す

る世論調査（スポーツ庁，2019）」と比較した。

【結果】プレ調査の結果を人口ベースの調査の結果と比較すると、①選択率が高かった余暇活

動の種類は同じであったが、「テレビ・ラジオ」、「パソコン・インターネット・テレビゲーム」

は有意に多く、「趣味・娯楽」「鑑賞・見物」「地域や社会のための活動」「日帰りの行楽」「遊園

地・テーマパークなどで遊ぶ」「余暇時間・休みはない」は有意に少なかった。②「運動・スポ

ーツをしない者」は有意に多く、「屋外以外の実施場所」と「週1 日未満の実施」は有意に少な

かった。

【考察】障害者手帳所持者の余暇活動および運動・スポーツ活動は、自宅内で行う活動が多く

自宅外で行う活動が少ない原因として、外出を支援する介助者の他に、活動実施場環境と活動

方法、時間のゆとり、経済的ゆとりについての検討が求められると考えられた。

【結論】障害者手帳所持者では、屋外で行う余暇活動、運動・スポーツ活動の実施に制約が大

きいことが明らかになった。ただし、スポーツ庁による障害者を対象としたスポーツの参加促

進のための施策策定と連動した調査も定期的に行われていることから、次期調査での余暇・ス

ポーツ活動に関する設問の採用については今後の課題とし、存在する調査結果をどのように活

用するかについて十分に検討することを提言する。
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本研究では、障害者手帳所持者の余暇・ス

ポーツ活動の実態を、次期の「生活のしづら

さ等に関する調査」（以下、次期調査）のプ

レ調査（以下、プレ調査）の結果から明らか

にすることを目的とする。すでに、プレ調査

のスポーツに関する設問については、実施

状況が障害種別、等級、性別、年代により異

なることが報告された 1)。また、次期調査へ

のスポーツに関する設問の追加については、

調査目的、結果の活用可能性、調査票全体の

量を踏まえて、さらなる検討が必要なこと

が指摘された。

本稿では、さらに、障害者手帳所持者を対

象としたプレ調査と人口ベースの調査との

間で、余暇とスポーツ活動に関する結果に

差があるか否かを明らかにすることを目的

とした。

２．背景

①設問の変化

平成 23 年から 5 年ごとに実施されてい

る「生活のしづらさなどに関する調査」

（厚生労働省）に先行する全国身体障害

児・者実態調査の平成 8 年調査から平成

18 年調査には、「過去 1 年間の外出頻度」

「外出時の介助者」「外出時に困ること」

「外出先でトラブルが起きた場所」「過去

1 年間にした余暇活動、趣味、学習、スポ

ーツ、社会活動」「今後したい余暇活動、

趣味、学習、スポーツ、社会活動」があっ

た。その選択肢は、①コンサート・映画、

②スポーツ鑑賞、③教室・大会への参加、

④学習活動、⑤趣味の同好会活動、⑥ボラ

ンティアなどの社会活動、⑦障害者団体な

どの活動、⑧自治会活動、⑨パソコンの利

用、⑩その他、⑪特にないであった（図

１）。

しかし、平成 23 年生活のしづらさなど

に関する調査では、「過去 1 年間の外出頻

度」「外出時に支援が必要か」「一人で外出

できない場合の方法」「外出支援を使用し

たい頻度」は残ったが、「外出時の困難」

と「余暇活動、趣味、学習、スポーツ、社

会活動」に関する設問は割愛された。

図１ 平成18年「生活のしづらさ等に関する調査」
における余暇活動に関係する質問

②障害福祉サービスにおける余暇・レクリ

エーション・スポーツの位置づけ

余暇活動に関する設問が身体障害児・者

実態調査に少ない理由は、全国身体障害

児・者実態調査を実施する根拠である身体

障害者福祉法（昭和 25 年施行）には余暇

活動に関わるサービスが少ないためと推測

される。同法に「余暇」の文字はなく、

「レクリエーション」は第 31条に「身体

障害者福祉センターは、無料又は低額な料

金で、身体障害者に関する各種の相談に応

じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の
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向上、社会との交流の促進及びレクリエー

ションのための便宜を総合的に供与する施

設とする。」と記載されるのみである。

総合支援法（平成 25年施行）には、余

暇もレクリエーションも記載されていな

い。

ただし、「自治体の障害福祉計画に関す

る PDCA 調査案（厚労省）（以下、PDCA調

査案）」では、外出目的の選択肢として、

「通勤・通学・通所」「訓練・リハビリ」

「医療機関」「買い物」「友人・知人に会

う」に次いで、「趣味やスポーツをする」

「グループ活動に参加する」「散歩する」

が挙げられている。

③障害者のスポーツ参加促進に関する背景

障害者基本法（昭和 45 年施行）には、

「（文化的諸条件の整備等）第 25 条 国

及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化

芸術活動、スポーツ又はレクリエーション

を行うことができるようにするため、施

設、設備その他の諸条件の整備、文化芸

術、スポーツ等に関する活動の助成その他

必要な施策を講じなければならない。」と

記載されている。

国際的には、国連障害者権利条約委員会

から日本政府への意見書にも条約 30 条

（文化的な生活、レクリエーション、余暇

およびスポーツへの参加）についての改善

が指摘されている。

④スポーツ庁による障害者のスポーツ参加促

進に関する調査

スポーツ庁が業務委託する「障害者のス

ポーツ参加促進に関する調査研究」は、平成

25 年度から令和元年度までは 2 年に 1 回、

令和元年度からは毎年、モニターを対象に

したインターネット調査を約 5,000 人の障

害者を対象として実施してきた。この調査

では障害種別、等級別、性別の解析を行うと

共に、7 才から 19 才群と成人群に分けて集

計し、学校における対策を特化している。

一方、高齢の障害者が多いことを考慮す

ると、成人群を 64 歳以下群と 65 歳以上群

に分けることで、より明確な対策が検討で

きると考える。また、モニターを対象にした

インターネット調査であるため、インター

ネットを利用できない障害者の回答を捕捉

できない課題がどの程度あるかは確認が求

められる。特に、上肢障害者、視覚障害者、

知的障害者からの回答に漏れがないかは留

意したい。

Ｂ．方法

次期調査の設問案の妥当性を検証するた

めのプレ調査を、長野県飯山市（人口約２万

人）において、障害者手帳所持者 1,221 名

（身体 867 名、療育 154 名、精神 200 名）

を対象に郵送法で実施した。調査は令和 2

年 11 月に行った。飯山市は長野県北東部に

位置し全国有数の豪雪地帯にあって斑尾ス

キー場、戸狩温泉スキー場等がある。また、

北陸新幹線の停車駅がある。

余暇とスポーツ活動に関する設問では、

健常者との比較ができるように、一般人口

について国が行った調査における設問を用

いた。すなわち、余暇活動については、「余

暇時間の活用と旅行に関する世論調査（内

閣府，1999）」（以下、H11 内閣府調査）の設

問の一部を（図２）、スポーツ活動について



82

は「スポーツの実施状況等に関する世論調

査（スポーツ庁，2019, 2020）」（以下、R1ス

ポーツ庁調査, R2 スポーツ庁調査）の設問

の一部を修正して使用した（図３）。一部の

選択肢は、障害者の生活実態に合わせて修

正した。

589 名（回収率 48.2%：身体 407 名、療育

75 名、精神 80 名、重複 19 名、不明 8 名）

から回答を得たが、障害者手帳の種類が不

明の8名を除いた581名を有効回答とした。

検定は Fisher's Exact test により行った。

比較対象には①H11 内閣府調査（2,146

名）、②R1 スポーツ庁調査（20,000 名）か

ら小都市（人口 10 万人未満の市）の集計表

とローデータ（5,959 名）および③R2 スポ

ーツ庁調査のうち小都市（5,979 名）の集計

表を使用した。R2 スポーツ庁調査と令和 2

年「障害者のスポーツ参加促進に関する調

査（スポーツ庁）」（以下、R2 スポーツ庁障

害者調査）のローデータは未公表であった

ため、一部の比較は次年度に先送りにする。

また、平成 28年社会生活基本調査（総務省）

の余暇活動の結果（8179,297 名）とも比較

した。

（倫理審査）

本研究は、国立障害者リハビリテーション

センターおよび長野保健医療大学の倫理審

査委員会より承認を得た。

図２ プレ調査における余暇活動の質問

図３ プレ調査における運動・スポーツ活動の質
問

Ｃ．結果

（１）余暇時間の使い方（表１）

「余暇時間（週末などの 2 日以内の休日）

には、主にどのようなことをして過ごして

いますか。あてはまるものすべてに〇をし

てください（以下、余暇活動）」（問 19）で

選択された項目の順位は、プレ調査と H11

内閣府調査とほぼ同じであった（表１）。プ

レ調査では、多い順に、「テレビ、ラジオ」

65.4%、「新聞、雑誌」35.3%、「家族とのだん

らん」31.5%、「何もしないでゆっくりする」

25.1%、「飲食・ショッピング」22.4%、「友人

などとの交際」20.0%、「趣味・娯楽」17.4%

であった。
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余暇活動の選択率は、プレ調査では H11

内閣府調査よりも、「テレビ、ラジオ、新聞、

雑誌」、「パソコン、インターネット、テレビ

ゲーム」は有意に多く、「趣味・娯楽」「鑑賞・

見物」「地域や社会のための活動」「日帰りの

行楽」「遊園地・テーマパークなどで遊ぶ」

「余暇時間・休みはない」は有意に低かっ

た。

さらに、平成 28 年社会生活基本調査（以

下、H28社会生活基本調査）の余暇に関する

設問から対応する項目の選択率を表１の一

番右の列に示した。「軽い運動・スポーツ」

「趣味・娯楽」「学習活動」「地域・社会活動」

「日帰りの行楽」は、H28 社会生活基本調査

ではプレ調査の４倍から 37 倍の比率で選

択された。

R1 スポーツ庁調査でも、「運動・スポーツ

以外に、日頃、行っている趣味・娯楽」を28

項目から選ぶことを求めているが、28 項目

を H11 内閣府調査および H28 社会生活基本

調査の項目と対応させるのは難しかった。

表１ 余暇時間（週末などの 2日以内の休日）に何をするか（問 19）

R2 予備調査

N=581

内閣府調査

H11 年 8 月

N=2,146

p 値 総務省

社会生活

基本調査

H28 

n=179,297

人数 ％ ％
何もしないでのんびりする 146 25.1 26.6 0.422 -

テレビ・ラジオなどの見聞き 380 65.4 - -

新聞・雑誌などの見聞き 205 35.3 - -

※テレビ，ラジオ，新聞，雑誌などの見聞き 394 67.8 43.5 <0.001
家族とのだんらん 183 31.5 32.9 0.472 -

友人などとの交際 116 20.0 22.7 0.116 -
軽い運動やスポーツ活動（散歩，ジョギング，水泳，テニス，

スキーなど））(支援機関の利用２名を含む)
99 17.0 16.9 0.928 68.8

趣味・娯楽（家庭菜園，釣り，マージャン，パチンコなど） 101 17.4 24.7 <0.001 87.0

パソコン，インターネット，テレビゲームなど 97 16.7 5.4 <0.001
鑑賞・見物（絵画，陶器，祭，神社，仏閣など） 26 4.5 5.6 0.238 19.4

学習活動（外国語教室，陶芸教室など） 6 1.0 2.8 0.010 36.9
地域や社会のための活動（祭り，各種ボランティア活動への

参加など）
18 3.1 6.8 <0.001 26.0

飲食・ショッピング 130 22.4 27.6 0.005
ドライブ 77 13.3 15.7 0.105
日帰りの行楽（ハイキング・温泉など） 61 10.5 16 <0.001 59.3

遊園地・テーマパークなどで遊ぶ 3 0.5 5 <0.001
１泊２日の宿泊旅行 6.9 -
２泊３日以上の宿泊旅行 2.4 -
家事・帰省のための旅行 2.8 -
その他 17 3.2 2.3 <0.001
余暇時間・休みはない 8 1.4 6.4 <0.001
プレ調査で比率が有意に高い場合に黄色、有意に低い場合に緑、著しく比率が小さい場合にオレンジで示した。
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（２）運動やスポーツをしているか

「運動やスポーツをしていますか（複数

回答）」（問 20）に対して、「散歩」「体操」

「スポーツ」「運動やスポーツはしない」を

選択肢とした結果では、多い順に、「運動や

スポーツはしない」47.8%、「散歩」30.5%、

「体操」10.5%、「スポーツ」10.5%であった

（表２）。

プレ調査の結果を R1 および R2 スポーツ

庁調査の結果と比較すると、どの種目の実

施率も有意に低かった（表２）。

スポーツの種類は 17 種類 50 件の記入が

あり、多い順に、スイミング 9 名、マット

ゴルフ 9 名、バドミントン 6 名であった（表

３）。マットゴルフは、1977 年に福井県で誕

生したスポーツで、体力を必要とせず、ゴル

フに比べ非常に安価に実施（1プレイ数百円

程度）できることも手伝い、老若男女の生涯

スポーツとして普及が目指されている。現

在、もっとも盛んに実施されているのは長

野県で、老若男女問わず大勢のプレイヤー

がいるという(ウイキペディア)。

表４に、問 19 で「軽い運動またはスポー

ツをする」と回答した 99名が問 20「運動や

スポーツをしていますか」にどのように回

答したかを示した。その結果、散歩、体操、

スポーツの内訳の比率は問 19 の結果と問

20 の結果について同様であった。

表２ 運動やスポーツをしていますか（問 20）

R2 プレ調査
R1 スポ

ーツ庁

p 値

R２スポ

ーツ庁

人数

N=581
％

N=20000

％

N=20000

％

p 値

散歩 17７ 30.5 61.9 <0.001 65.3 <0.001

体操 61 10.5 14.2 0.011 16.9 <0.001

スポーツ 61 10.5 27.3 <0.001 *1

しない 278 47.8 18 <0.001 16.2 <0.001

ＮＡ 52 9.0 2.5 <0.001 2.0 <0.001

*1 は、ローデータの発表がないため算出できなかった。

表３ スポーツの種目
種目 人数
スイミング 9
マットゴルフ 9
バドミントン 6
筋トレ 3
ゴルフ 3
ゲートボール 3
フィットネスクラブ 3
リハビリ 2
スキー 2
ジョギング 2
サッカー 2
剣道 1
野球 1
自転車 1
ソフトボール 1
ソフトバレー 1
アーチェリー 1
ラジオ体操 1
散歩 1

表４ 運動・スポーツに関する 2問の結果の関係

問 20 の内訳

R2 プレ調査

問 19 で散歩、運動、スポー

ツを選んだ者 N=99
％

散歩 70 70.7

体操 22 22.2

スポーツ 36 35.4

しない 1 1.0

ＮＡ 3 3..0

（３）運動やスポーツを行っている場所（表

５）

問 20 で「運動やスポーツをしている」と

答えた 251 名について、「どこで運動やスポ

ーツをしていますか（複数回答可）」（問21）

の結果は、多い順に、「屋外」42.6%、「家庭

内」22.7%、「障害者センター」8.8%、「民間

施設（スポーツジムなど）」6.0%、「障害者セ

ンター以外の公共施設」5.2%であった。

R1 および R2 スポーツ庁調査の結果と比

べると、プレ調査の結果は、「屋外」以外で

は有意に使用率は低く、未回答は有意に多

かった。
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（４）運動やスポーツの頻度（表６）

問 20 で「運動やスポーツをしている」と

答えた 251 名に対して、「どのくらいの頻度

で行っていますか」（問 22）の結果は、多い

順に、「週 3 日以上」35.1%、「週 1～2 日」

27.5%、「月に１～3 日」9.2%、「わからない」

6.8％、「３か月に 1～2 日」1.2%、「年に 1～

３日」1.2%であった。

プレ調査の結果を R1 および R2 スポーツ

庁調査の結果と比べると、プレ調査の結果

は、「週 3 日以上」では差はなかった。それ

以外でプレ調査の結果が有意に少なかった

のは未回答が多かったためと考えられる。

             
表５ 運動やスポーツを行っている場所（問 21）

Ｒ２
予備調査

n=251

スポーツ
庁 令和
元年
小都市
n=5,959

p 値
スポー
ツ庁 令
和２年
小都市
n=4,750

p 値

人
数 ％ ％ ％

道路 45.3 - 45.5 -
公園 24.2 - 23.2 -
山岳・森林・海・川など自
然環境 18.4 - 16.2 -
空地 2.8 - 2.9 -

屋外 108 43.0 上記４項目のどれか 47.0 0.207

家庭内 57 22.7 自宅または自宅敷地内 28.3 0.049 34.0 <0.001

障害者センター 22 8.8 -

公共施設（センター外） 15 6.0 公共体育・スポーツ施設 20.6 <0.001 16.8 <0.001

2 1.0 公民館 3.1 - 2.5
学校体育施設 5 2.0 学校体育施設 6 0.008 4.5 0.055

民間施設 16 6.4 民間インドア施設 16.3 <0.001 11.8 0.008

民間アウトドア施設 11.5 - 9.2
デイサービス 4 1.6 -

その他 10 4.0 その他 4.9 0.501 2.7 0.209

未回答 56 22.3 5.1 <0.001 2.0 <0.001

表６ 運動やスポーツの頻度

Ｒ２予備調査

N=251

スポーツ庁 令和元年

小都市

n=4,588

p 値

スポーツ庁 令和２年

小都市

n=4,747

p 値

人数 ％ ％

週３日以上 88 34.7 31.3 0.251 35.9 0.682

週１または 2 日 69 27.5 32.3 0.078 35.6 0.005

月に１～３日 23 9.2 20.0 <0.001 16.5 <0.001

月に１日未満 6 2.4 16.4 <0.001 9.1 <0.001

わからない 17 6.8 - - 2.9 0.001

複数回答・未回答 52 20.7 - - - -
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Ｄ．考察

（１）障害者手帳所持者の余暇活動に関す

る制約

プレ調査と H11 内閣府調査の間で、余暇

活動の実施状況を比較した結果、障害者手

帳所持者では屋内活動が多く、屋外活動が

少ないことが明らかになった。その原因は、

外出時の介助者不足、移動手段の整備不足、

余暇活動実施環境の整備不足 2)、余暇活動

の実施方法の制約 3)の４つが推測される。

H18調査では、障害者手帳所持者の外出時

の困難について、介助者不足と移動手段の

整備状況を調査したが、余暇活動実施環境

と余暇活動の実施方法の実態についても明

らかにすることは、今後の課題と考えられ

る。

余暇活動の実施方法の制約とは、障害が

あるために通常の実施方法が取れないこと

を意味する。例えば、選択肢の趣味・娯楽に

例示された「釣り、マージャン、パチンコ」

を実施するためには障害種別によっては特

殊な道具やルールが必要となる。

（２）社会生活基本調査との結果の格差

社会生活基本調査ではプレ調査に比べて

５項目（友人などとの交際、趣味・娯楽、学

習活動、地域活動、日帰りの行楽）の余暇活

動の実施比率が極めて高かった。その理由

は２つ考えられる。第一は、社会生活基本調

査では「過去１年間にしたことがあること」

を聞いたのに対し、プレ調査では「週末など

の２日以内の休日の余暇活動」を聞いたた

めに平日および長期休暇中の活動が漏れた

ことである。

第二は、社会生活基本調査では余暇活動

の例を細かく上げて実施日数を聞いたのに

対し、プレ調査では例示が少なかったため

に漏れが出たことである。社会生活基本調

査の趣味では 33 項目、学習では 28 項目、

スポーツでは 21項目、ボランティアでは 10

項目について回答を求めた。

（３）障害者手帳所持者の運動・スポーツ活

動に関する制約

「週末の余暇活動(問 19)」では「軽い運

動やスポーツ活動（散歩，ジョギング，水泳，

テニス，スキーなど）」は 17.0%で、「運動

とスポーツをしている（問 20）」の 52.2%の

3 分の１に過ぎなかったのは、問 19 では週

末の活動に限ったためと推測される。

プレ調査では R1 および R2 スポーツ庁調

査に比べて、運動・スポーツをする者と公共

施設の利用は有意に少なかった。R2 スポー

ツ庁障害者調査では、スポーツおよびレク

リエーション（以下、スポーツ等）の実施の

障壁は多い順に、①体力がない、②時間がな

い、③金銭的余裕がない、④移動手段がな

い、⑤仲間がいない、⑥やりたいと思わない

が挙げられた 4)。これに対し、R2 スポーツ

庁調査の人口ベースの調査で、スポーツを

実施できなかった理由は多い順に、①仕事

や家事が忙しい、②面倒くさい、③年をとっ

た、④お金に余裕がないで、障害者の場合と

異なった。

余暇活動における屋外活動が少なかった

ことと同様に、運動・スポーツを行う場所に

公共施設の利用が少なかった理由には、外

出時の介助者不足、運動・スポーツ活動実施

場環境の整備不足 5)、運動・スポーツ活動の

実施方法の制約もあると推測される。スポ



87

ーツ実施状況は年齢による影響も多いと考

えられるため、年齢階層を絞って比較する

ことは今後の課題である。スポーツを実施

しない原因等についてのさらに詳細な調査

はスポーツ庁でも新規に取り組まれると報

告されている 6)。

（４）次期「生活のしづらさなどに関する調

査」での余暇活動および運動・スポーツ活動

の設問について

次期「生活のしづらさなどに関する調査」

で余暇活動および運動・スポーツ活動の設

問を追加することについては慎重な吟味が

必要と考えられた。すでに平成 28 年「生活

のしづらさなどに関する調査」でも設問数

は 31 と多いことと、障害福祉サービス等の

施策に調査結果をどう関連付けるかを検討

することが必要と考えられるからである。

社会生活基本調査（総務省、対象者 19 万

人）でも、令和 3 年調査から Eurostat によ

る障害の指標 MEHM（Minimum European 

Health Module）を取り入れることが決まっ

た 7)。生活項目に費やす時間数および社会

生活の実施状況を、障害のある人とない人

の間で比較することができる見込みである。

その結果でも把握できない内容を、今後の

生活のしづらさなどに関する調査の質問項

目として検討することが期待される。

Ｅ．結論

１．障害者手帳所持者では、屋外で行う余暇

活動と運動・スポーツ活動の実施に制約が

大きいことが明らかになった。外出に同行

する支援者に加えて、活動方法の開発と活

動環境の整備に関する基礎情報の収集は検

討課題と考える。

２．次期調査での余暇・スポーツ活動に関す

る設問の採用については今後の課題とし、

得られた調査結果をどのように活用するか

について十分に検討することを提言する。
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